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（ 書 式 ７ － ２ － ３ ）  

生 前 贈 与 の 受 遺 者 に 対 す る 遺 留 分 減 殺 請

求 通 知 書  

 

遺 留 分 減 殺 請 求 通 知 書  

 

平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 、 被 相 続 人 ○ ○ ○  

○ が 亡 く な り ま し た 。  

 被 相 続 人 ○ ○ ○ ○ の 法 定 相 続 人 は 被 相 続 人  

の 子 で あ る ○ ○ ○ ○ 、 ○ ○ ○ ○ 、 ○ ○ ○ ○ と  

私 の ４ 名 で す 。  

 と こ ろ で 、 貴 殿 は 、 被 相 続 人 存 命 中 の 平 成  

○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 こ ろ 、 被 相 続 人 か ら ○ ○  

県 ○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ 番 ○ 号 宅 地 ○ ○ ． ○ ○ 平 方  

メ ー ト ル の 贈 与 を 受 け て い ま す 。  

 私 の 遺 留 分 は 遺 産 全 体 の ８ 分 の １ に あ た り  

ま す が 、 上 記 贈 与 は 私 の 遺 留 分 を 侵 害 し て お  

り ま す 。  

 よ っ て 、 私 は 貴 殿 に 対 し て 、 遺 留 分 減 殺 請  

求 権 を 行 使 し ま す 。  

 

  平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日  

 

    ○ ○ 県 ○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ 番 ○ 号  

○   ○  ○  ○  
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○ ○ 県 ○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ 番 ○ 号  

    ○  ○  ○  ○  殿  
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解 説 

 

（生前贈与の受遺者に対する遺留分減殺請求通知書） 

生前になされた贈与も、遺留分を相続開始前の１年間にしたものに限り民法

第１０２９条の規定によってその価格に算入する（民法第１０３０条前段）。

 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、

相続開始の１年前の日より前にしたものでも同様とされる（民法第１０３０

条後段）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊遺留分の詳細は、https://ac-souzoku.jp/inheritance/reserve/をご覧下さい。

弁護士法人朝日中央綜合法律事務所 
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